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と
川
井
市
賓
が
或
由
止
ま
て

貧
慌
に
肱
ず
る
と
と
判
所
得
の
官
制
に
肱
H
f
L

札
制
作
品
訓
仰
を
行
ひ
仰
る
と
と
ベ
ザ
誠
一
柑
技
術
T
川
止
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帯
主
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酷
大
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空
仕
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U
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論

議

消
費
枕
に
於
け
る
砂
糖
枕
の
地
位

第
二
十
三
巻

(
第
三
掛

五

緒

= 
下三冨

消
銭
税
、
特
に
通
例
行
は
る
、
多
血
市
民
的
消
費
す
る
悩
々
の
物
に
説
せ
ら
る
、
其
は
、
本
来
日
公
正
に
通
ふ
た
も

の
で
は
な
い
詰
一
)
O

た
い
其
に
財
政
牧
入
上
、
叩
附
税
技
術
上
等
に
重
大
な
る
長
所
が
ゐ
る
の
で
、
少
〈
芭
も
現
代

の
岡
山
部
の
財
政
に
は
快
く
を
得
点
γ
正
せ
ら
る
、

ωみ
な
り
で
あ
る
o

肱
に
此
が
一
般
に
図
の
財
政
に
承
認
さ
る
、

以
上
は
、
其
中
仁
砂
糖
税
の
あ
る

ωは
必
然
ピ
も
見
ゆ
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
叉
此
が
或
度
ま
で
有
ら
ゆ
る
人

々
、
随
う
て
如
何
な
る
貧
乏
人
仁

τ弘
治
投
せ
ら
る
、
.
請
は
い
必
要
物
に
劃
す
る
税
と
も
い
び
得
る
の
で
、
之

を
課
す
る
ビ
き
に
、
通
例
の
消
投
枕
に
於

t
避
り
雑
草
不
公
正
を
増
長
す
る
の
で
は
な
い
か
ご
も
見
ら
る
、
。
主
〈

蕗
で
之
が
謀
否
並
に
之
を
課
す
る
ご

L
て
英
高
さ
如
何
は
一
の
問
題
で
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
近
の
我
邦
の
税

税
大
改
革
に
際

L
幾
多
の
必
要
的
消
費
品

ω税
を
金
融
出
し
た
る
に
も
拘
ら
す
、
砂
糖
消
費
税
口
け
は
共
催
に

L

た
。
之
を
厳
し
な
炉
っ
た
の
み
で
な
〈
、
商
品
も
奮
京
の
俄
己

L
た
。
此
は
営
時
其
を
蛍
然

z認
め
た
が
柏
崎
め
ご

レ
ふ
よ
り
は
今
少
し
之
に
つ
き
慎
重
に
考
究
L
た
上
で
決
し
ゃ
う
正
し
た

ωで
あ
る

o
rか
ら
此
税
の
嘗
否
及
其

高
さ
に
就
い
て
今
惑
に
研
究
し
て
見
る
の
は
皐
問
上
重
要
な
の
み
で
な
〈
、
時
務
の
解
決
に
も
意
義
ゐ
h
J
E
信
す

る
の
放
に
、
之
を
敢
て
す
る
も
の
で
め
る
。

(
陸
一
)

消
費
拍
心
不
公
正
に
つ
い
て
は
諸
事
の
単
者
之
を
詑
〈
。
尤
も
消
費
税
が
如
何
な
る
形
に
於
け
る
も
の
で
も
品
り
と
い
ふ
白
は
酷
で
あ
っ

伽 、



℃
、
共
が
時
泊
白
形
に
於
け
る
も
の
に
劃
す
る
の
批
評
た
る
ζ

と
剖
請
で
あ
る
o

例
之
、
マ
イ
ル
は
、
串
岡
町
叶
て
は
夙
に
、
間
接
枕
が
笛
省
に
官
官

初
、
貧
者
に
平
首
の
負
扱
A
い
ふ
硯
念
出
優
越
す
と
い
H
V

、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
グ
ー
は
、
間
接
消
却
給
計
各
箇
人
を
唯
頗
る
不
輔
確
に
其
給
付
龍

力
に
脂
ピ
て
課
枕
す
と
錦

L
、
エ

1
4
ル
仁
も
、
消
費
枕
が
一
般
に
い
へ
ば
、
下
厨
階
級
を
富
者
階
扱
よ
り
も
一
回
世
両
省
度
に
て
負
抱
せ
し
む
る

己
と
に
疑
あ
り
龍
は
ず
と
ぬ
L
、
テ
ス
カ
は
、
北
が
大
堆
品
に
訓
せ

b
る
A

だ
け
て
は
公
正
原
則
に
過
は
由
と
い
ひ
、
ジ
エ
ン
セ
ン
也
、
鴎
〈
川

ゐ
ら
る
L

物
品
へ
む
内
同
消
費
枕
は
叫
使
用
者
自
所
得
に
到
し
巣
滅
的
だ
と
錨
L
、
テ
ア
ρ

ル
レ
M
U
、
ゥ
オ
ル
フ
の
吉
を
引
い
て
、
間
接
祉
は
勢

働
者
に
と
り
て
は
、
粗
描
平
時
正
申
化
身
だ
止
い
ふ
こ
と
が
止
理
と
な
っ
た
と
ま
で
い
ふ
て
居
る
叶

貨
際
K
て
は
英
岡
で
は
制
品
引
税
反
謝
山
有
が
一
般
に
出
〈
、

A
V
も
枕
仕
主
と
し
て
直
接
拙
か
ら
取
る
や
う
に
し
て
居
る
の
は
、
此
輿
論
止
命
重

し
て
肘
る
が
需
品
百
o

歴
史
的
に
い
ふ
去
、
一
七
七
三
年
ワ
ル
ボ
『
ル
山
内
閣
加
費
税
案
常
時
、
之
に
劃
す
る
輿
論
は
、
奴
誌
な
〈
、
内
闘
泊
費

枯
な
(
、
木
靴
な
さ
の
時
代
主
い
ふ
こ
と
を
誕
同
車
し
た
ほ
昭
、
消
費
税
ポ
不
評
列
ど
あ
り
、
途
に
ク
ル
ポ
ー
ル
を
し
て
、
凪
の
惜
駐
に
於
け
る
揖

を
取
る
大
臣
た
る
を
欲
せ
ず
左
い
は
し
め
た
と
&
が
あ
る
。
一

第

段

砂
糖
税
の
安
倍
回

砂

糖

殺

は

現

代

の

闘

の

消

費

税

中

に

其

地

位

を

承

認

し

得

る

も

の

で

あ

る

。

北

(

理

由

は

左

の

通

b'
で

あ

る

o
先

ヴ
以
て
、

↑
目
白
川
T

課
税
及
此
曾
政
策
上

パ

刊

其

課

税

物

件

が

今

日

の

時

世

で

は

殆

ん

ど

凡

べ

て

の

人

の

消

費

す

る

も

の

で

は

ゐ

る

が

、

必

要

ロ

聞

ご

い

ひ

得

さ

る

も

の

な

る

こ

正

仁

於

τ五
三

、

英

存

在

が

認

や

ら

る

、

。

必

要

日

間

正

い

ひ

得

グ

る

物

で

も

共

が

極

少

数

の

人
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論
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消
費
税
に
於
げ
る
砂
糖
枕
の
地
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第
=
十
三
番

(
第
三
視
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) 

ニ
五
回

に
の
み
需
要
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
牧
入
上
り
目
的
を
充
た
き
ず
、
随
っ
て
消
費
税
ご
し
T
債
値
少
き
も
の
己
な
る

の
ガ
が
、
此
砂
糖
が
必
要
物
で
な
〈
し
て
、
而
か
も
多
〈
の
需
要
者
を
持
?
」
ご
が
恰
か
も
消
費
税
の
物
件
ご
し

て
越
ま
る
、
所
以
で
あ
っ
て
、
酒
、

煤
草
正
相
待
っ
て
消
費
税
ご
し
て
は
柏
駅
〈
を
得
古
る
も
の
正
せ
ら
れ
る
(
註

三
)
O

尤
b
一
物
の
必
要
正
否
己
、

一
般
的
使
用
に
魁
す
る
己
否
ご
は
、
各
図
の
自
然
的
の
気
候
風
土
に
も
係
る

し
、
一
枇
曾
的
の
風
俗
憤
網
目
に
も
図
る
の
で
あ
っ
て
、

一
蹴
に
は
い
'
ひ
粂
ね
る
二

E
rが
(
計
四
)
、
文
明
闘
で
は
通
例

砂
糖
は
盆
々
康
(
且
つ
多
(
消
費
せ
ら
る
、
所
で
あ
る

L
・
而
か
も
此
が
酒
艇
草
に
比
し
て
は
不
要
の
程
度
の
低

い
村
い
り
宗
主
)
消
費
税
の
物
件
記
し
て
劣
る
謬
で
は
あ
る
が
、
併
し
叉
祷
し
〈
一
般
的
大
量
的
の
消
費
品
で
も
椎

や
米
穀
な
ど
に
比

L
τ
は
遥
か
に
不
要
の
稜
皮
が
高
い
に
け
に
(
笠
ハ
)
、
消
費
税
の
物
件
ピ
し
て
此
等
よ
h
も
よ
h

多
(
趨
嘗
L
て
居
る
。
撹
や
穀
物
穀
粉
や
は
必
要
度
の
高
h

ー
も
の
で
、
之
が
課
税
仁
よ
h
て
下
屠
民
の
生
活
を
苦

L
め
能
カ
に
感
じ
た
課
税
が
出
来
ぬ
古
い
ふ
の
で
、
之
を
跨
賭
す
る
所
で
あ
る
が
、
砂
糖
仁
王

h
て
は
之
に
合
U

成
分
は
他
の
食
料
中
に
も
合
有
せ
ら
れ

τ、
之
な
し
に
て
も
生
活
し
得
ぬ
ご
い
ふ
は
ど
で
な
〈
、
雄
や
穀
物
で
は

人
が
、
其
の
消
費
量
を
節

L
難
い
の
に
が
、
砂
糖
な
れ
ば
人
が
某
任
意
に
、
之
が
消
費
量
を
伸
縮
し
得
る

L
、
随

ふ
て
税
を
抽
出
ふ
度
合
を
も
伸
縮

L
得
る
所
で
あ
る
2
t
)
0
・
に
か
ら
之
に
課
税
し
た
柏
崎
め
に
、
共
に
け
之
が
冊
慣
が
高

〈
な
る
ご
し
て
も
、
其
斜
め
貧
乏
人
の
生
活
を
朕
迫
一
す
ご

ν
ム
ほ
ど
の
司
」
ご
は
な
い
(
誌
八
)
O

全
〈
彼
等
に
不
利
を

典
へ
ぬ
正
は
い
へ
ぬ
け
れ
ど
も
、
芸
の
之
を
奥
ふ
る
程
度
の
軽
い
も
の

εは
い

ο得
る
。
卸
も
之
仁
よ

h
て
此
税

吋



が
承
認
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
叉
此
殺
の
柏
崎
め
に
貧
乏
人
の
生
活
を
歴
迫
し
、
共
勢
働
能
率
'
一
ぜ
も
低
〈
す
る
だ
け

で
は
、
或
程
度
ま
で
は
拙
労
働
者
の
最
低
賃
金
を
高
む
る
ニ
芭
を
得
し
め

t
、
共
負
携
を
企
業
者
に
、
陥
つ
て
は
叉

消
費
者
に
輔
嫁
す
る
噌
』
ご
が
出
来
る
ニ
ピ
も
あ
り
得
る
(
註
九
)
。

)
 

日い市
l

リ
ー
ー
は
、
砂
粧
枕
が
闘
附
の
註
詰
を
引
〈
に
予
司
っ
た
り
は
、

ア
ウ
は
、
砂
概
枕
を
以
て
相
封
的
に
不
裂
な
物
白
砥
と
掲

L
、
コ
ン
ヲ

I
ド
も
、
今
日
ま
で
は
此
が
唯
だ
享
朝
方
便
て
あ
っ
て
、
品
川
宮
な
る
企
料

(
註
ニ
)

一
は
此
砂
械
が
縦
割
に
必
裂
な
物
品
て
な
い
こ
是
正
と
符
L
、
プ

之
は
且
る
ぺ
晶
、
b
ず
と
鵠
し
、
Z
1
ペ
ル
ヒ
は
、
砂
糖
を
以
て
一
般
に
消
費
さ
る
十
も
必
要
に
胤
せ

f
る
物
白
枕
と
活
L
、
チ
ス
カ
も
、
砂
粧
枕

を
以
て
、
一
般
的
な
れ
E
も
切
に
必
叫
た

L
ざ
る
生
活
情
型
の
上
に
認
す
る
も
?
と
伐
ナ
。
此
絡
は
砂
枇
仰
が
品
川
世
て
な
い
と

ν
ふ
こ
在
日
訊
き
を

措

置
{
も
の
で
あ
る
。

)
 

作
品
で
共
由
一
般
的
。
消
費
品
と
い
ふ
こ
止
に
誠
一
き
を
世
い
て
此
謀
枇
を
抱
む
る
が
あ
る
。
例
之
、
ケ
ツ
固
へ
は
、
砂
措
は
一
般
的
消
費
の
替
養
方

偲
正
し
て
趨
首
な
租
動
物
件
だ
と
鴻
L
、
シ
五
ア
レ
ー
は
、
砂
糖
は
良
き
-
般
的
な
る
囲
民
皆
建
材
料
だ
と
は
い
え
又
斡
る
が
故
に
有
力
な
課

省

批
品
て
あ
り
、
歩
〈
と
も
今
日
の
批
蕗
て
は
臥
太
腿
諸
凶
の
断
念
L
叫
ざ
る
も
の
だ
と
い
ふ
。

日
い
例
之
、
シ
ル
ラ
ス
は
、
抵
代
内
剛
抑
制
日
給
自
主
た
る
杭
的
は
制
的
制
、
火
柄
、
砂
粉
、
姐
草
暗
に
品
へ
ら
れ
た
大
な
市
川
世
と
い
ふ
ζ

と

r'と
ま
で
い
ふ
。
そ
し
て
が

I
リ
ユ

l
E
、
制
費
杭
を
兆
数
川
又
日
制
筈
り
剛
山
庁
に
て
分
組
す
れ
ば
、
品
取
む
べ
き
は
M
m
草
説
、
主
ぎ
は
i

円
泊

祉
、
夫
首
位
瑚
排
枕
、
次
ず
は
砂
新
祉
、
攻
ぎ
は
挫
税
、
斡
り
に
班
官
補
葡
萄
酒
柿
掠
飲
料
枕
だ
と
い
ふ
。

作
品
が
砂
粧
に
革
舎
を
置
か
ぬ
が
あ
る

Q

例
之
、
パ
九
一
一
7
1
プ
ル
は
、
暗
ん
ど
凡
べ
て
の
固
に
て
酒
粉
と
煙
車
、
と
が
間
接
枕
枚
入
山
重
な
る
も
白

を
成
す
と
伐
L
、
マ
イ
ル
は
、
砂
新
を
以
て
多
少
必
要
な
物
在
位
し
、
古
よ

H
A凡
べ
て
の
世
界
に
て
、
前
知
と
州
ヰ
と
が
消
沈
枕
則
自
然
的
な

主
た
る
範
悶
で
あ
り
て
、
大
対
的
資
白
品
躯
品
、
例
之
、
挫
且
、
多
少
、
砂
紘
へ
の
間
接
枕
白
械
訴
は
危
険
だ
と
ま
と
い
ふ
て
川
る
。
側
し
砂
粧

(
位
三
)

が
仙
世
心
い
，
A

如
〈
多
少
必
要
物
白
中
に
入
札
ら
る
る
に
せ
よ
、
之
が
穀
物
、
拙
ほ

E
に
は
必
掛
ど
な
い
白
だ
か
ら
、
之
位
白
も
の
λ

謀
枯
は
そ
ん

叢

制
費
税
に
於
凶
り
る
砂
結
松
山
地
位

前

第
二
十
三
世

(
第
三
批

li 
) 

三

E
E
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議

消
費
拐
に
於
け
る
砂
糖
税
白
地
位

i曲

第
二
十
三
巷

(
第
三
観

~ ，、
) 

五
プマ

な
に
危
険
な

E
L
い
ふ
に
は
兵
ぶ
ま
い
。
む
比
呂
リ
ス
ナ

1
4山
、
事
柴
方
佃
枕
に
依
る
民
衆
の
課
枯
と
脅
修
秘
に
依
る
読
者
謀
花
と
が
帝
闘
肘
政

守

政
策
白
中
軸
と
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
が
、
貨
際
的
で
あ
り
、
事
態
由
民
相
&
捌
ん
て
庇
る
。
砂
粧
甜
は
此
民
衆
枯
と
L
て
一
の
語
義
を
有

ワ。

(
駐
岡
)

に
全
問
民ょz

J< 
各 4

階ル
組ヒ
ω は
凪、

情Jl包

出 分
習 甑
即?
ち'、

白

一 慾
般 曲

芸請
出足
駄 に
態 謝
包~

<>五

争喜
¥胸

件
誌 の
~地
括性
白"

よ
書生 z 

的ご乙
事 は

廿f面
ρ・.
至EJi 
普警
而す
/-ι 占〉

に 時
;<、と
る蕗
ペ !
きに
治通 ょ
を り
決 て
す 異
る る
&。
ぃ 世

ひ
、
パ
λ

テ
l
プ
ル
は
、
租
税
目
多
牧
な
物
値
(
其
が
一
般
に
庇
〈
消
費
さ
る
L

ヂ
杏
ゃ
に
部
る
)
は
何
れ
の
固
に
で
も
同
む
の
て
な
い
。
各
回
世

舎
の
趣
味
と
悦
習
と
が
十
分
に
考
出
品
さ
れ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
収
入
不
満
足
と
な
ら
う
と
い
ひ
、
市
l
リ
ユ
ー
は
一
例
と
し
て
、
英

闘
で
は
茶
が
」
般
的
飲
物
て
る
っ
て
、
共
茶
に
は
又
、
砂
栂

E
入
れ
た
〈
し
て
位
消
費
さ
れ
な
い
。
砂
糖
白
枕
は
此
園
て
は
一
般
的
飲
拘
目
上
白

粉
だ
と
V
ふ。

(
註
五
)

z
l
イ
ル
ヒ
は
、
砂
械
は
火
酒

A
煙
草
と
同
皮
で
は
不
誕
て
な
い
と
い
日
、
チ
ス
カ
も
、
砂
糖
枇
在
、
-
般
的
な
れ
E
も
、
切
に
必
要
な

ら
ざ
る
生
活
情
説
。
上
田
租
止
し
て
、
鏑
泉
水
、
燈
止
川
品
、
瑚
珠
、
茶
、
カ
カ
オ
籍
。
稔
と
同
撃
と
し
、
葡
靖
明
容
泊
枕
を
も
成
度
、
布
告
て
之
に

入
れ
、
シ
ヤ
シ
パ
ン
、

k
酒
、
煙
車
税
(
一
部
、
菱
沼
、
葡
萄
酒
枇
)
を
、
金

f
不
要
な
る
者
樺
需
要
。
粧
と
ナ
る
叫

(
註
穴
)
=
ン
ラ

l
v
は
、
今
日
ま
て
白
蕗
、
砂
械
は
追
加
世
な
食
料
と
は
さ
れ
h
u

い
と
い
ひ
ワ
ミ
新
し
告
研
究
て
は
、
砂
掛
は
大
な
る
度
に
於
て

身
世
を
共
烈
L
き
協
調
雌
の
際
に
掛
祉
に

L
、
且
づ
火
は
れ
た
る
力
量
補
充
す
る
し
な
と
が
由
来
る
。
同
時
に
非
常
に
持
品
に
岨
抗
さ
れ
、
掛
〈
て
恰

。

か
も
内
世
勢
働
者
白
皆
議
に
特
に
趨
首
L
た
も
心
と
さ
れ
た
と
い
ふ
て
川
る
が
可
此
鮎
を
高
調
す
る
と
き
は
、
止
を
挫
や
来
段
と
同
事
に
見
町
(

て
な
ら
自
己
と
に
な
る
Q

け
れ

E
も
共
は
皐
に
単
岨
上
回
研
究
結
果
と
い
ふ
だ
け
で
あ
ワ
て
、
ま
だ
貨
際
生
活
白
憎
曜
に
な
っ
て
居
ら
向
。
枕
白

問
題
は
前
際
生
前
山
賀
賦
か
ら
判
断
す
る
白
出
肝
誕
で
あ

H
、
比
貼
か
、
り
し
て
砂
糠
は
向
日
米
、
捕
と
耐
静
に
品
硬
な
も
白
と
は
い
へ
な
い
1
0

(
註
セ
)
グ
ラ
イ

y
ウ
エ
ヒ

M
l
は
、
枕
が
喜
市
ザ
不
誕
な
物
に
識
せ
ら
る
h

だ
け
で
は
、
各
人
が
消
費
枕
を
抽
ふ
や
一
什
炉
、
如
何
に
多
〈
柵
ふ
宇
は

各
回
任
意
で
あ
る
と
い
ふ
臼

(陸
A
)

M
ス
ナ
ー
が
、
が
宮
酒
及
央
酒
の
量
を
減
ら
し
、
蝿
草
白
市
費
量
を
域
ら
し
て
も
、
固
足
白
健
康

A
筒
力
を
低
下
す
る
こ
と
な
し
と
い
ふ
た

!l~stable，_~ub~i~ fin~n~e. 3 ~d.. p. 5.12. Mayr. .a.孔 O目 S.18. 
Lissner， D唱eZukunft der -Verbiauehssteuern in Deutschland. S. 56 
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の
は
、
砂
糠
に
ワ
い
て
も
い
ひ
得
る
す
り
に
も
思
は
る
誌
が
、
併
し
前
註
六
、
コ
シ
ラ
ー
ド
白
い
ふ
所
も
あ
る
か
ら
、
期
〈
ま
で
に
い

L
O
は
不

古
か
も
知
れ
な
い
。
叉
英
同
て
ホ
ル
一
7
y
v
が
、
砂
粧
剛
括
雌
H
案
を
提
出
し
た
岨
向
書
に
も
、
砂
粧
が
原
料
及
食
料
nm
で
あ
り
、
岡
民
自
健
脱

が
砂
蹄
樹
裂
の
指
加
に
比
例
し
て
拙
加
す
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
止
を
島

η
て
居
た
削
併
1J我
岡
で
内
務
省
出
大

H
十
年
十
一
月
代
表
的
山
制
民
諾

た
る
東
京
四
谷

M
旭
町
、
践
平
副
浅
草
川
、
深
川
恒
本
村
町
、
同
総
紅
裏
町
山
四
百
九
十
七
世
柑
二
千
百
百
十
九
人
に
つ
い
て
家
計
調
査
し
た
所

で
位
、
砂
粧
間
拘
翻
平
均
一
箇
月
、

一
世
帯
武
折
査
錨
-
人
情
り
四
銭
λ
民
、
食
料
品
企
挫
の
千
分
九
に
常
る
所
か
ら
見
る
之
、
此
伺
格
が
左
玄

て
貧
民
自
企
部
を
回
世
担
す
る
と
い
ふ
日

E
の
事
は
な
い
。

(
註
九
)

テ
ア
ハ
ル
レ
は
、
往
々
に
し
て
掘
止
的
所
持
白
状
持
者
た
る
勢
働
者
は
、
早
岨
、
賃
金
及
給
料
山
引
J
M世
求
心
古
値
に
よ
っ
て
、
旺
帥
押
し

得
る
白
地
位
に
あ
り
と
川
崎

L
、
マ
イ
ル
は
、
第
働
者
自
消
却
の
大
さ
、
特
に
瞥
議
に
於
て
、
突
に
住
肝
に
て
も
、
何
な
不
誕
な
Q

物
例
之
、
泊
同

草
に
て
も
が
、
大
に
最
低
賃
金
に
拶
避
す
る
。
掛
も
な
〈
、
此
純
悶
で
は
此
出
此
塩
畑
中
術
的
に
山
内
定
さ
れ
ほ
よ
リ
も
一
府
醜
き
庇
に
て
行
は
る

h
o

仕
留
働
者
四
企
部
維
持
の
多
投
よ
り
し
て
伎
の
勢
倒
産
物
自
民
手
の
上
へ
の
脚
保
が
行
は
る
込
と
い
ふ
“

九
日
其
課
税
物
件
の
消
費
が
或
皮
ま
で
貧
富

ω
度
合
に
賂
じ
、
官
者
が
貧
者
よ
b
も
之
に
つ
き
一
層
多
〈
の
分
量

を
且
つ
一
屠
優
良
な
る
も
の
を
消
費
す
る
傾
ゐ
る
こ
ご
に
於
て
も
(
祉
一
O
)
此
税
の
存
立
が
認
め
ち
る
、
。
尤
も
砂

糖
に
つ
い
て
、
劣
等

ω
黒
砂
糖
が
多
少
、
上
等
の
菓
子
や
上
等
の
料
理
の
調
味
料
ご
せ
ら
る
、
こ
古
は
あ
る
が
、

大
館
に

τは
貧
乏
人
が
劣
等
の
も
り
を
、
官
者
が
優
等
の
も
の
を
消
費
し
、
且
つ
分
量
に
於
て
も
宮
者
は
貧
者
よ

hJ
も
認
か
仁
多
〈
を
消
費
す
る
の
が
質
例
で
め
る
(
誕
二
)
。
此
れ
亦
た
飽
カ
に
膝
じ
た
る
課
税
の
上
に
好
都
合
で

あ
る
。
消
設
の
物
に
よ
h
て
は
貧
乏
人
の
方
が
富
者
よ
h
b
一
層
多
〈
を
消
設
す
ご
い
ふ
が
あ
る
。
推
や
米
や
の

如
き
は
確
hr
に
然
b
で
あ
る
(
竺
二
百
貧
乏
人
の
食
物
の
積
類
は
単
純
で
、
随
ふ
て
副
食
物
少
〈
、
自
ら
米
を
多

論

議

消
費
粧
に
於
け
る
砂
糖
桔
白
地
也

第
二
十
三
巷

嬉

鋭

じ

三
一
劃
七

Kleim.vachter. n. a. O. S-zl6 
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Herbst. Billirrer Zuck-er llnd Hehunrr des Vcrもra1.1chsdurch Herabset~ 
ung_ u~ld Di f1'erenzi~rtmg dcr Zucke品teuer.S. 20 

τerhalle. a. a. O. S. 53. :r .. layr， a. a. O. S. 14-5・

時柳

14) 



iillU 

消
費
枕
に
於
け
る
砂
糖
松
山
地
位

第
二
十
一
一
一
審

第

拠

'1i 
λ 

}¥ 

議

〈
消
費
す
る
で
ゐ
ら
う
L
、
調
味
も
単
調
で
自
ら
撞
球
が
多
い
こ
子
宮
免
れ
向
。
此
二
の
も
の
に
於
け
る
消
費
税

は
、
富
者

4
b
も
貧
者
に
於
て
相
謝
的
は
勿
論
の
こ
己
、
絡
謝
的
じ
も
多
〈
擦
は
る
、
、
一
傾
を
有
L
、
不
公
平
な
る

も
の
百
な
ら
古
る
を
得
ぬ
が
、
砂
糖
税
は
之
官
趣
hr
異
に
し
、
似
令
、
此
に
て
も
富
の
度
に
廊
じ
て
之
ピ
並
行
L

て
富
者
を
重
〈
認
す
る
ご
は
V

へ
な
い
に
せ
よ
(
註
一
=
一
)
、
大
鶴
、
官
者
が
貧
者
よ
胃
り
も
よ
h
多
(
を
携
ム
こ
己
、
な

る
-
に
け
は
守
は
れ
な
い
。
其
れ
だ
り
に
て
此
税
が
米
捕
税
に
勝
る
。

ヌ
之
に
つ
き
酒
雌
草
税
に
も
勝
る

Z
レ
ム

正
す
ら
あ
る
o

酒
煙
草

r
t人
に
よ
b
τ
は
富
者
で
も
会
〈
消
費
せ
ぬ
ご
い
ふ
こ
芭
が
あ

h
、
そ
し
て
貧
者
で
も

之
を
非
慌
に
暗
む
ぜ
い
ふ
こ
正
が
め
っ
て
、
甚
し
き
不
買
公
平
課
税
正
な
り
得
る
(
世
一
回

)
0

然
る
に
砂
糖
に
ご
富
者

も
貧
者
も
斉
し
〈
消
費
し
、
富
岩
に
し
て
会
〈
之
を
消
捜
せ
ぬ
な
ど
古
い
ふ
こ
ピ
は
な
〈
、
貧
者
は
自
ら
富
者
よ

b
も
大
健
に
於

τ消
費
量
が
少
(
、
劣
等
な
物
を
消
費
す
る
ご
い
ふ
の
で
ゐ
っ
て
、
恐
ら
〈
貧
富
に
臆
す
る
上
か

らい
1

へ
ば
砂
糖
枕
は
酒
煙
草
枕
に
も
勝
る
も
の
で
あ
る
。

り
叫
品
に
於
て
貧
者
よ
り
も
仇
両
者
白
砂
糖
柑
裂
の
多
量
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
之
、
コ
ン
ラ

l
y
は
、
砂
枇
聞
は
仁
川
者
に
於
て
貧
者
に
除
け

る
よ
リ
も
相
割
的
に
一
回
世
大
な
敢
に
て
消
費
せ
ら
る
と
錦
L
、
ェ
ー
ペ
ル
ヒ
も
、
砂
川
相
心
的
立
は
多
山
ザ
租
枕
力
あ
る
所
得
を
一
市
め
ず
G

一
家
院
が

一
同
町
多
t
F
M
む
に
従
っ
て
、
平
均
的
に
一
層
多
〈
の
湘
担
を
伺
-T方
法
に
て
然
り
ふ
」
錦
L
、
ナ
ユ
一
均
一
も
、
砂
粧
は
特
に
一
削
岩
階
級
に
於
て
由
〈
用

ゐ
ら
る
品
目
護
方
他
む
だ
吋
に
於
て
良
、
き
租
一
世
拘
値
だ
と
泊
し
、

f

l
リ
ュ
ー
も
、
凡
ベ
て
白
前
世
秘
中
に
て
砂
糖
祉
は
机
し
て
提
栓
高
田
財
産

主
最
多
〈
釣
合
を
保
づ
た
も
の
で
あ
る
0

9

{
と
も
人
が
熱
き
飲
物

E
mゐ
ざ
る
側
岡
田
や
う
な
岡
て
は
さ
う
だ
と

V
L
o

幻
且
に
於
て
富
者
U
F
大
雌
よ
り
且
昔
、
も
山
を
周
ゐ
る
こ
と
は
4
w
μ
て
あ
ワ
て
、
之
に
臨
じ
て
我
岡
山
砂
糖
枇
白
如
き
も
枕
串
を
等
差
づ
け
て
踊
る

(
位
一

O
)
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HF
、
此
は
や
が
て
肱
槌
謀
柑
に
誼
J

て
居
る
。
そ

t
て
之
に
つ
き
ェ
，
べ
ル
ヒ
は
、
松
中
を
曲
目
品
質
に
よ
り
分
級

L
、
随
ふ
て
一
同
町
倒
値
あ
る

物
を
同
純
白
一
厨
価
値
抄
き
も
山
よ
り
も
一
府
、
一
一
品
〈
謀
枯
す
る
ζ

ー
と
が
注
す
れ
ば
法
ナ
る
ほ

E
公
平
世
帯
す
と
い
ふ
て
滑
り
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
手

ヒ
タ
ー
も
、
枕
出
物
の
祉
に
よ
り
、
又
山
車
れ
ば
駒
山
品
質
に
よ
り
て
淵
定
せ
ら
る
‘
二
期

f
て
前
者
U
曲
例
、
貧
者
よ
り
も
一
厨
多
〈
且
つ
一

府
良
き
踊
知
由
も
白
を
柑
却
し
、
随
ふ

τ
一
回
世
幸
〈
の
拾
を
捌
ふ
こ
'
と
て
、
公
正
原
則
が
行
は
る
込
ζ

と
込
な
る
と
い
ふ
て
附
る
耐

(
位
二
)

内
務
省
内
十
年
十
一
月
の
制
民
肢
に
つ
い
て
の
捌
て
は
、
=
一
十
悶
未
尚
の
即
持
者
、
削
十
闘
未
尚
の
省
、
五
十
問
末
揃
の
省
、
大
寸
剛

未
満
の
帯
、
じ
十
闘
士
小
尚
、
入
十
闘
未
尚
、
九
十
回
未
満
、
百
阿
未
浦
、
百
二
十
問
未
尚
、
百
五
十
四
未
満
、
百
五
十
剛
以
上
と
い
ふ
如
〈
に
細

い
階
粧
を
つ
り
で
削
べ
た
の
だ
が
、
此
に
て
は
砂
糖
前
裂
の
一
世
帯
平
均
食
料
費
に
封
す
る
制
告
が
必
ず
し
も
牧
人
自
制
に
随
伴
せ
ず
と
い
ふ
紡

諭
に
謹

L
た
白
て
あ
る
が
、
件

L
所
有
断
続
在
大
{
刻
ん
ピ
大
脱
す
れ
ば
、
箭
者
自
方
が
山
昔
、
物

E
H
9
b警
に
『
市
到
す
と
は
い
へ
る
で
あ
ら

う
。

(
陸
士
一
)

此
献
は
私
の
古
い
論
文
に
て
品
〈
批
(
所
だ
が
、
仙
ほ

L

1

4
ル
ヒ
は
、
細
色
及
挫
の
如
き
必
嬰
H
川
白
描
は
人
頭
柚
と
し
て
働
者
、
下

厨
枇
官
を
し
て
筒
者
よ
り
も
純
射
的
の
み
な
ら

γ
相
封
的
に
も
よ
司
高
(
負
強
せ
し
む
と
鴻

L
、
グ
ヲ
イ
ン
ウ
五
ヒ
タ

i
位
、
結
者
は
市
純
な
岡

田
臨
勢
働
者
よ
り
も
よ
り
多
{
の
幽
を
消
費
し
な
い
と
い
ふ
て
府
る
町

「註

=z)前
山
証
一
審
問
。
仰
ほ
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

1
目
、
此
目
如
き
枕
(
砂
糖
松

E
合
む
)
に
よ
り
て
下
府
祉
骨
が
前
者
よ
り
も
-
府
草
〈
負

抱
せ
し
め
L
る
と
お
L
、
シ
ル
ラ
ス
は
、
勢
働
者
の
家
計
強
引
に
て
、
砂
糊
な
ど
の
如
き
川
扶
粧
を
謀
せ

L
る
土
抑
へ
凶
別
抗
日
、
両
者
四
家
計

柏
崎
鋒
に
於
け
る
よ
り
も
相
剖
的
に
一
一
肘
ト
ん
い
と
い
ふ
て
肘
る
叫

(
館
四
回
)

シ
ル
一
ア
ス
は
巧
み
に
之
を
説
明
し
て
は
拘
る
o

同
〈
、
加
依
は
必

f
し
も
具
奇
抽
枇
者
て
は
冶
ぃ
。
何
と
な
れ
ば
彼
自
働
き
が
不
品
て
あ

。

り
、
絞
り
家
出
障
が
貧
乏
て
彼
自
家
族
が
必
盟
品
を
山
H
L
金
を
有
た
な
い
と
い
ふ
と
と
が
あ
る
か
ら
み
』
叫

)
 

代

其

融

税

物

件

た

る

砂

糖

が

消

費

者

の

所

得

の

増

減

に

応

じ

て

、

消

費

量

を

増

減

L
調

節

し

得

し

む

る

も

の

に

ご

い

ふ

こ

ど

に

於

τも
、

此

校

の

存

立

が

承

認

せ

ら

る

、

(

註

一

五
)
O

此
町
市
は
雄
や
米
で
は
ム
ハ
り
か
し
い
。
酒
な
い
と

議

前

前
説
祉
に
酔
吋
る
砂
糖
和
白
地
世

佑
二
十
三
容

(
弟
三
腕

ブI

一
ニ
ヨ
九

16) Eheterg， a. -a. O. S. 421. Kleinwachter， a. a. O. S. 220-1 
17)拙者ぇ重宝物日目税論 167 以下。机説研究、第一審、 ~96 以下。 Eheberg.a 

a. O. S. 42r. Klcinwachter. a. a. 0.-S.-213 
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前面

議

消
費
税
に
於
け
る
砂
糖
枕
白
地
位

第
ニ
十
=
一
巻

(
第
三
漉

一六
O

O 

で
も
一
旦
之
が
使
用
の
慣
習
を
作
る
ご
、
比
#
が
行
は
れ
悪
い
。
随
ふ
て
所
得
の
多
炉
っ
た

Z
E
に
相
官
で
あ
っ

花
其
税
の
負
猶
も
、
所
得
の
減
じ
た
ぜ
き
に
過
大
な
る
負
槍
ご
な
b
終
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
然
る
に
砂
糖
な
れ

ば
所
得
が
滅
す
れ
ば
消
費
物
の
質
を
落
し
量
を
減
じ
て
之
に
順
肱
す
る
ニ
ピ
が
比
絞
的
に
容
易
で
ゐ
h
、
此
貼
に

て
も
砂
糖
枕
が
一
居
多
〈
能
力
に
肱
宇
る

bω
ご
な

h
得
る
。
完
全
に
然
り
ご
い
ふ
の
で
は
な
い
が
、
或
皮
ま
で

然
り
己
レ
ム
て
可
ぃ
。

新
〈
て

L
1
4
ル
ヒ
は
、
立
法
山
都
力
は
祖
側
、
抽
枕
義
務
者
(
又
は
む
し
ろ
租
枯
指
定
者
)
に
持
消
提
を
共
所
持
及
磁
の
一
向
さ
に
出
じ

て
胤
伸
す
る
を
判
押
し
品
、
随
ふ
て
其
私
拙
力
白
制
骨
に
で
或
は
民
地
E
兜
お
い
又
は
負
指
す
る
を
得
し
む
る
が
如
、
き
物
噛
を
曜
ま
う
止
す
る
に
あ
り

と
い
ひ
、
マ
イ
ル
も
、
所
得
崎
市
内
同
出
聞
に
最
大
山
適
臨
日
を
も
う
が
如
き
物
品
白
大
量
消
費
的
存
す
る
臨
に
、
此
課
税
出
品
大
自
殺
塗
酷
力
あ

2
 

"
と
い
ふ
。

(
註
一
五
)

二
課
税
技
術
上

A
課
税
物
件
の
生
産
者
が
少
数
且
つ
大
規
模
た
る
を
通
例
ご
す
る
こ
ご
が
、

ι山
税
を
生
産
者
に
就
い
て
又
は
生

産
者
よ

h
出
で
行
〈
ド
践
で
課
す
る
こ
ご
を
使
な
ら
し
め
る
。
郎
も
課
税
の
便
宜
に
通
う
(
詰
一
六
)
。
尤
も
我
邦
で
も

大
島
其
他
な

E
に
は
小
3
な
生
産
者
も
ゐ
る
が
立
h
b
金
闘
に
亘
つ

τ小
い
の
が
ゐ
る
の
で
な
〈
、
或
有
数
の
地
方

に
集
中
し
偏
在
し
て
居
る
の
だ
か
ら
向
締
は
割
合
に
爾
倒
で
な
い
。
又
可
な
b
大
な
生
産
者
も
あ
っ

τ、
立
へ
等
は

徴
税
が
最
山
梨
で
あ
る
。
酒
の
生
産
者
の
如
〈
康
〈
分
散
し
、
織
物
の
其
の
加
〈
蔚
く
分
散
仁
而
が
も
数
の
あ
ま

b

Eheberg， a. a. O. 5・42I・Mayr，a. a. O. S. 18. 20) 



仁
多
き
も
の
に
比
政
L
て
は
、
む
し
ろ
取
h
易

νも
の
ぬ
と
い
ふ
て
良
い
。
勿
論
此
姑
に
於
て
容
酒
は
最
も
好
都
合

で
あ
台
、
砂
糖
は
到
底
之
に
及
ぶ
こ
ご
は
出
来
ぬ
が
、
併
し
其
他
の
も
の
に
比
し
て
は
、

そ
ん
な
に
不
利
な
も
の

で
は
な
い
。

(
註
-
穴
)

ケ
ツ
・
へ
は
、
砂
枇
相
官
以
て
少
酎
由
脇
島
に
大
部
盤
的
に
生
産
せ
ら
る
ゐ
も
白
と
し
て
抱
首
な
謀
軸
物
件
だ
と
し
、
チ
ス
カ
も
、
砂
糖
生

庄
が
咽
倒
小
八
な
も
心
て
行
は
れ
、
陥
っ
て
共
謀
松
川
如
、
詐
欺
を
行
は
れ
し
め
ず
し
て
、
ベ
告
別
留
に
究
計
さ
る
i
h

だ
付
て
も
、
砂
粧
が
山
品
き
謀
酷
物
叫

だ
と
い
ひ
、
ェ

l

ペ
ル
ヒ
は
、
其
徴
収
が
一
般
に
、
梓
晶
且
つ
蹄
貨
に
市
引
は
る
λ

と
い
ふ
技
術
よ
由
民
所
を
省
う
o

北
は
砂
僻
工
場
が
唯
大
な
る

設
仰
に
依
り

τ山
み
行
は
れ
、
文
工
場
町
が
制
合
に
少
引
か
ら
と
い
ム
叩

何
物
件
其
も
の
、
放
鶴
も
大
量
な
も
の
で
隠
山
田
容
易
な
ら
宇
且
り
品
質
差
等
の
鑑
別
も
大
館
色
相
共
他
の
方
法

に
て
六
つ
か
ら

L
か
ら
十
ご
い
ふ
こ
ご
も
が
此
殺
を
し
て
排
護
せ
し
め
る
(
註
一
七
)
O

例
之
、
資
石
な
ど
い
w

ム
小
量

貴
重
な
も
の
は
隠
匿
の
容
易
な
縛
め
に
課
税
物
件
ご
し
て
不
泊
嘗
正
い
ふ
こ
ご
に
な
る
が
、
砂
糖
税
に
は
勿
論
そ

ん
な
こ
己
は
な
(
、
そ
れ
か
ら
品
質
の
鑑
別
、
差
等
附
か
ら
い
ふ
も
、
例
之
、
織
物
な
Y
」
仁
な
る
ぜ
非
常
に
複
雑

で
始
末
に
お
へ
な
い
。
掴
な
H

と
で
も
品
等
の
匝
別
は
決
し
て
簡
易
で
は
な
い
Q

然
る
に
砂
糖
は
大
館
、
共
色
相
形

健
か
ら
差
等
づ
け
が
出
来
る
o
此
に
て
も
或
揚
合
仁
は
納
税
仁
際
L
色
づ
り
を

L
τ
叉
徐
に
な
っ
て
色
消
し
を
す

る
古
い
V

ふ
こ

Z
な
ど
が
行
は
れ
て
不
都
合
ビ
レ
ふ
こ
正
は
ゐ
る
が
、
北
(
は
分
類
方
法
の
注
意
に
よ
h
て
も
避
〈
る

こ
芭
が
出
家
ゃ
う
o

で
階
段
の
作
b
方
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
凶
が
、

そ
し
工
業
結
果
も
精
密
に
い
ふ
て
は
不
公

論

叢

情
捷
枯
に
持
け
る
抄
糠
酷
白
地
世

第
二
十
三
巷

(
第
三
扱

~" ，、
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481 

21) 



E高

巾
史
投
に
於
け
る
砂
批
判
税
由
地
位

第
二
十
一
一
一
世

-， p、

(
銘
三
騨

故

卒
に
ご
い
ム
こ
ご
も
あ
る
が
、
元
来
が
消
費
税
は
他
の
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
精
密
細
微
な
る
H

公
平
は
望
め
ぬ
も

の
で
あ
っ
て
、
此
の
如
、
き
は
恕
す
る
に
足
る
。
此
に
於
て
粗
雑
な
が
ら
も
或
度
の
品
質
等
差
附
の
課
税
の
出
来
る

の
が
、
む

L
み
此
枕
の
長
所
ご
す
べ
き
で
あ
・
9
、
北
(
の
机
雑
な
差
等
別
な
れ
ば
此
に
於
て
も
確
か
に
出
来
る
の
で

め
る
。

(
陸
一
生
)
チ
λ

カ
は
、
机
枇
は
砂
糖

ω
品
質
に
よ
り
河
分
組
さ
る
忌
乙
止
が
山
端
、
随
よ
て
各
人
由
経
情
的
給
付
能
力
へ
の
地
臨
が
可
能
な
だ
け

に
於
て
、
砂
粧
が
良
き
融
和
物
相
だ
と
い
ふ
て
居
る
叫

三
則
政
牧
入
上

川
牧
入
舶
の
豊
富
な
る
こ

ιー
ー
ヶ
此
税
の
特
色
ご
す
る
。
比
(
は
討
に
此
物
件
が
一
般
的
大
量
的
消
費
品
で
ゐ

る
の
ぜ
、
徴
税
が
比
較
的
容
易
な
の
ご
に
よ
る
の
で
あ
る
o

換
言
す
れ
ば
物
件
の
多
量
に
ゐ
る
こ
正
、
徴
税
費
の

多
か
ら

5
る
こ
ご
に
困
る
の
vh
。
買
に
此
税
は
↓
公
卒
課
税
に
は
多
少
不
完
全
不
揃
足
な
る
こ
子
宮
兎
れ
ぬ
こ
ご
上

に
も
注
意
す
る
所
に
が
(
祉
一
三
、
此
財
政
枚
入
上
多
牧
だ
ピ
レ
ふ
こ
ぜ
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
日
の
多
く
の
図
の
財

政

ω要
求
に
臆
す
る
上
か
ら
、
一
公
平
謀
税
上
の
不
満
足
を
も
忍
ば
ざ
る
を
符
ざ
ら

L
か
る
の
に
。
賞
際
に
此
税
の

選
ま
る
、
主
た
る
理
由
は
貨
に
此
多
牧
に
ゐ
る
の
で
ゐ
る
(
謎
一
丸
)
C

(
註
-
八
)

前
山
位
一
三
品
世
間
。

ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

7
日
、
不
一
掛
な
出
荷
移
ロ
聞
の
消
費
柑
は
被
入
の
山
ザ
き
こ
と
を
血
と
す
る
。
此
却
山
あ
る
に
よ
り
て
消
費
枇
は
好
ん
で

郡

大
量
消
自
殺
(
盛
摘
、
火
柄
、
燐
寸
、
砂
糖
隼
)
に
諜
せ
ら
る
と
い
ふ
。

(
註
-
九
)
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的
政
入
の
自
然
増
加
の
望
み
あ
る
こ

zー
ー
も
之
ご
相
待
っ
て
此
税
の
長
所
た
ら
し
め
る
。
元
来
砂
糖
消
貨
は

文
化
の
尺
度

t
b
い
は
れ

h
は
ピ
」
で
、
文
化
の
進
h
U

に
従
ひ

τ此
が
消
技
量
が
増
加
し
、
人
口
一
明
加
、
官

ω増
加

は
盆
々
之
を
助
け
、
共
消
費
が
量
に
於
て
盆
々
増
加
す
る
の
み
で
な
〈
、

一
府
優
等
な
品
物
が
盆
々
康
き
に
亘
る

人
々
に
使
用
古
品
、
傾
を
も
っ
。
斯
〈
て
此
税
の
牧
入
が
益
々
増
加
す
る
ニ
己
に
於
て
(
き
六

U

)

、
近
代
国
家
の
財

政
市
川
置
に
泡
臆
す
る
o
特
に
砂
糖
の
人
身
に
謝
す
る
関
係
が
一
般
人
に
明
に
せ
ら
る
、
に
伴
ふ

τは
一
一
層
此
を
助

け
る
で
ゐ
ら
ヲ
(
芭
二
)
Q

之
を
夫
内
泊
り
如
〈
文
化
の
進
歩
正
共
に
立
一
消
技
の
鈴
止
又
は
少
(
ご
も
制
限
の
叫
U

る
、
も
の
ご
比
す
る
に
於
て
、
共
財
政
上
の
重
吉
は
遥
か
に
大

νも
の
ご
い
は
な
り
れ
ば
な
ら
必
。
現
在
の
践
で

は
ま
に
酒
に
及
ば
必
け
れ
ど
も
、
婚
家
に
て
は
之
に
勝
る
も
の
さ
も
な
ら
う
。
尤
も
時
勢
の
畿
は
今
度
は
叉
、
砂

粧
の
人
身
に
謝
す
る
重
要
性
を
高
調
し
て
、
此
の
如
、
き
も
の
に
疎
枕
し
て
は
な
ら
凶
正
い
ふ
の
論
が
強
く
な
る
か

も
知
れ
な
い
。
併
し
其
れ
は
、
伶
税
体
悼
の
ニ
ご
で
あ
っ
て
、

ト
相
互
は
ま
だ
共
蕗
ま
で
心
配
す
る
に
は
及
ば
ぬ
ゃ
う

-'・
o

'
I
 (

誌
ニ
O
)
f
I
リ
?
'
は
、
此
抽
白
民
周
と
し
て
収
入
白
盆
々
柑
加
す
る
と
と
を
取
げ
、
ョ
川
ラ
ー
ド
は
、
砂
糖
消
費
白
人
口
一
人
叫
り
白
唱
加

M
 

が
年
々
現
は
る

-
h

の
は
に
、
此
が
挺
も
な
t
、
良
き
謀
説
物
刊
と
見
る
べ
き
も
山
だ
と
し
w

ふ。

前
山
説
大
勢
開
。

(
註
二
-
)

(四)
生
産
政
策
上

) 

(
部
一
ニ
山
田

第
一
一
十
三
巷

議

消
費
税
に
於
け
る
砂
椴
松
山
地
位

，、

諭

Herbst. a. eL. O. S. 12， 
Beaulieu. 1. c. p. 687. Conrarl. a. a. Q. S. 18J 
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叢

市
究
栓
に
於
け
る
砂
粧
枕
白
地
位

部
二
十
三
番

(
捨
三
腕

四
) 

，、
四

論

川
戸
内
闘
税
に
て
|
|
此
枕
ゐ
る
純
め
に
闘
の
常
該
生
産
及
他
の
生
産
・
並
に
版
寛
、
夏
ら
仁
は
輪
出
を
妨
害
す

る
己
い
ム
ニ
芭
は
見
れ
れ
削
が
(
拙
二
一
一
)
、
此
等

ω生
産
政
策
上
の
跳
鮎
を
艦
(
L
又
は
除
(
こ
Z
の
必
要
ご
せ
ら
る

、
だ
り
で
は
、
特
別
出
荷
如
砲
の
制
度
を
設
〈
る
こ
ご
に
よ
b
て
能
、
之
を
遼
L
得
る
o
其
れ
で
夫
の
弊
害
も
左
ま
で

大
ゴ
な
ら
宇
し
て
済
U
o
例
之
、
特
殊
不
利
な
生
産
事
情
に
?
の
地
方
の
産
物
に
限
り
免
税
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
も

出
来
る
(
出
三
ニ
)
。
或
は
輪
出
企
妨
げ

5
る
幼
め
に
謀
税
日
聞
の
輪
出
に
戻
枕
を
行
ふ
ニ
ど
も
出
来
、
戒
は
輪
出
を
同

的
正
す
る
も
の
に
初
め
よ

b
説
枕
せ
す
ご
す
る
二
百
も
出
来
る
(
註
ニ
凹
)
O

或
は
課
税
苫
れ
た
る
も
の
を
原
料
E
す

る
他
の
生
産
に
戻
税
を
行
ふ
こ
ご
も
出
来
、
謀
総
日
聞
の
原
料
た
る
も
の
に
初
め
よ
り
課
税
せ

?
z
l
、
課
税
苫
れ

た
る
原
料
に
r
L

作
ら
れ
た
る
物
に
共
上
課
税
せ
す
E

J
る
こ
ご
も
出
来
る
(
訓
二
五
)
。
併
し
他
の
生
産
ご
い
V

ふ
て
も

内
地
消
費
向
菓
子
の
製
造
に
針
す
る
戻
枕
は
出
来
な
い
。
砂
糖

ω課
税
は
や
が
て
-
部
は
菓
子
を
課
税
し
ゃ
う
芭

す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
詑
ニ
六
)
。

つ
ま
り
菓
子
の
課
税
は
原
料
た
る
砂
糖

ω一
課
枕
に
よ
ち
て
行
は
る
、
の
で
あ

る
o

其
柏
崎
め
に
菓
子

ω消
費
者
は
共
負
擦
の
後
れ
る
仁
け
、
税
の
み
な
ら
宇
共
上
仁
納
税
金
額
に
劃
す
る
利
子
ま

で
も
多
〈
婚
ふ
ご
い
ふ
こ
ど
に
な
っ
て
居
る
(
討
ニ
七
)
。
併
L
其
が
大

L
た
特
別
負
携
で
な
い
ー
か
ら
忍
び
得
る
も
市
町

で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
事
の
真
相
は

E
3
に
此
の
如
〈
で
、
多
少
不
合
理
な
る
も
の
は
ゐ
る
。

註

此
紡
一
艇
に
多
{
ω
消
費
松
田
弱
討
て
、
例
之
、
ク
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ

1
位
、
間
接
消
費
括
は
租
柑
義
務
あ
る
物
世
凶
正
直
及
腕
時
を

厄
介
と
ナ
と
鵠
し
、
ヱ

1
ペ
ル
ヒ
日
、
油
資
耽
位
、
租
輯
義
務
あ
る
鞠
の
生
産
量
腎
む
尉
白
書
{
四
普
謀
分
科
在
、
其
眠
掛
及
必
要
な
る
蹴
督
規



〉

定
に
よ
り
で
厄
介
在
し
、
不
安
な
ら
し
め
、
自
由
な
る
琵
達
を
妨
「
る
だ
け
て
も
、
闘
民
組
演
に
と
り
で
危
険
と
な
り
得
る
と
い
ふ
叫

倒
之
、
大
島
な

rに
庇
ず
る
誕
桜
、
白
下
糠
轄
に
特
別
白
宥
抱
の
念
も
立
た
ぬ
こ
と
は
な
い
。

(
陸
ニ
亘
)

(
陸
ニ
固
)

輪
山
に
際

L
、
前
に
課
税
し
た
る
分
自
抑
院
を
活
す
べ
き
と
と
は
、
タ
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
グ
i
、
Z

1

4

ル
ヒ
帯
指
摘
す
叫
我
岡
に
で
も
、

政
府
の
承
認
を
盈
け
外
間
輸
出
白
目
的
に
て
引
取
ら
る
、
砂
結
粧
鏡
獅
水
に
は
初
め
よ
り
融
枕
せ

f
、
輸
出
菓
子
純
果
に
之
に
合
有
す
る
口
腹
糖

百
斤
位
り
五
岡
山
下
付
を
均
す
。

(
位
二
五
)

ク
ラ
イ
シ
ウ
品
ヒ
タ
ー
は
・
他
山
工
業
用
品
時
均
値
川
を
可
能
な
ら
し
む
る
潟
め
に
宥
恕
を
行
ふ
臨
聞
と
叫
し
、
猫
地
に
て
屯
、
生
活
及
草

蝉
材
枠
外
の
生
産
品
の
製
越
川
の
砂
府
に
は
免
措
す
る
叫
我
闘
で
は
、
雌
乳
眼
科
砂
械
に
つ
き
砂
粧
祇
抑
制
翻
を
下
刊

L
、
政
府
白
承
認
を
受
け

砂
締
結
水
油
抑
制
叫
誌
の
原
料
と
し
て
引
取
ら
る

h
w軸
叫
制
捜
に
却
め
よ
り
諜
税
せ
ず
、
政
府
自
承
認
を
受
け
消
費
粧
を
謀
せ
ら
れ
た
る
砂
糖
に
て

拠
能
す
る
締
本
に
は
其
上
謀
祉
せ
ず
と
す
る
。

(
註
二
穴
)

マ
イ
ル
は
、
菓
子
製
也
柴
山
使
用
す
る
抽
枇
涛
砂
粧
に
於
て
、
砂
糖
祉
が
市
川
官
的
泊
費
へ
の
亙
特
を
期
す
と
い
H
V

、
プ
ア
ウ
も
、
生
産

的
制
却
に
は
兜
枕
ナ
る
が
、
不
生
底
的
前
貨
に
は
重
課
さ
れ
な
(
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
叫

(
註
二
七
)

パ
ス
テ
ー
プ
ル
位
、
原
料
品
の
耽
位
、
粧
が
永
也
君
時
の
問
、
生
産
者
に
よ
り
て
剖
貸
さ
る
ミ
こ
と
L

な
匂
て
、
消
費
者
に
ー
と
り
費
用
。

器
局
的
哨
加
は
、
共
前
抑
企
白
利
子
だ
け
大
と
な
る
の
弊
め
リ
と
い
ひ
、
シ
ル
ヲ
ス
も
、
同
窓
時
の
こ
と
を
い
ふ
醐

)
 

何
関
税
に
て
|
|
嘗
該
砂
糖
生
産
を
保
謎
す
る
必
婆
ゐ
'
O
ご
す
る
場
合
に
は
、
別
に
外
国
よ
h
総
入
古
る
ぺ
き

物
に
闘
税
を
剖
附
す
る
こ
ど
に
よ
り
て
之
を
行
ふ
こ
ご
が
出
来
、
内
問
泊
技
枕
の
内
閣
生
産
に
ど

b
て
の
不
利
を
緩

和
す
る
を
得
る
o

叉
必
要
ど
あ
れ
ば
、
会
憾
の
♂
砂
糖
負
摺
ど
し
て
柏
賞
な
る
も
の

7
中
に
就
き
て
、
内
国
消
費
枕

を
軽
〈
し
閥
枕
を
重
〈
し
て
、
此
目
的
を
速
す
る
を
得
る
所
で
も
あ
る
o

ぼ
数
宵
及
衛
生
上
1
1
l油
煙
草
の
如
苫
に
て
は
其
物
冊
自
身
、
教
育
上
枇
品
目
上
衛
生
上
有
害
の
も
の
に
か
ら
、
之

論

前
山
由
枕
に
於
け
る
砂
粧
松
山
地
位

諜

弟
二
十
三
を

(晶一一一部

E 
) 

-六一泊

und 
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(
第
三
焼

~
P、

第
二
十
一
一
審

市
北
枕
に
於
け
る
砂
摘
枕
白
地
位

三
六
六

白面

議

に
課
税
す
る
こ
ご
が
此
弊
を
抑
ゆ
る
所
以
温
ぜ
も
い
へ
る
が
、
同
時
に
其
有
害
な
る
物
か
ら
政
府
が
頭
を
刷
る

-

M

E
が
政
府
己

L
て
不
都
合
に
ご
も
非
難
せ
ら
晶
、
の
に
、
砂
糖
は
物
自
髄
此
等
の
弊
も
な
い
り
ピ
か
ら
、
悪
弊
抑

制
の
致
用
も
な
い
代
り
に
、
惑
弊
妄
用
ご
い
ふ
誹
も
受
り
な
い
で
済
む
。
尤
も
砂
糖
が
健
康
上
有
盆
な
も
の
に
ご

い
ふ
見
解
か
ら
い
ふ
ピ
(
註
二
八
)
、
此
が
課
税
は
衛
生
上
不
都
合

r
tも
ν
は
れ
得
LVO

(
佐
一
一
八
)

刷
出
詰
六
歩
問
。

以
上
に
よ
h
て
砂
糖
税
は
共
存
立
を
肯
定
L
得
る
。
多
少
の
侠
紡
は
ゐ
っ
て
も
忍
び
得
る
も
の
で
、
今
日
の
多

〈
の
文
明
闘
の
貨
紋
に
於

τは
共
存
在
を
認
め
て
可
で
あ
る
(
詰
ニ
ー
と
o

(
註
ニ
九
)

z
l
ペ
ル
ヒ
は
、
砂
糠
が
課
税
ナ
ベ
き
泊
貨
物
た
る
こ
と
陪
ん
ど
疑
ふ
べ
か
ら

f
と
い
ふ
て
居
る
。

第

段

砂
糖
税
の
高

3

↓
理
論

1
l砂
糖
税
の
存
立
は
肯
定
す
る
己
し
て
借
て
其
高
さ
を
何
の
稜
皮
に
定
め
る
か
。
此
に
は
色
々
の
概
察

貼
が
ゐ
る
べ
き
だ
。
之
に
就
き
、

的
税
質
又
は
課
税
物
件
の
性
質
ー
ー
を
考
へ
る
の
が
第
一
で
ゐ
る
o

之
よ
り
し
て
は
共
必
要
不
要
の
度
を
考
へ

丸
、
砂
糖
枕
を
以
て
必
要
日
間
税
己
不
要
品
枕
己
の
中
間
正
す
る
の
が
趨
嘗
で
あ
る
の
彪
が
我
凶
で
は
併
に
多
数
の

必
要
ロ
問
税
を
巌
止
し
た
所
で
あ
り
、
残
る
は
織
物
税
位
に
過
ぎ
白
の
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
不
要
品
税
の
模
型
た
る

Bast九.ble，1. c. p. 511. Shirras， 1. c. p. 346 

Eheberg. a. a. O. S. 480 

拙着、租枕研究、ニ替、 156-70

)

)

)

 

0

1

2

 

3

3

8

 



酒
税
ご
必
要
品
税
の
遺
物
た
る
織
物
税
芭
の
中
間
程
度
が
泊
醤

r
zし
τ大
過
な
い
。

印
刷
政
枚
入
政
策
上
の
見
地
|
|
次
ぎ
に
は
財
政
枚
入
政
策
上
の
鬼
地
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o

葉
れ
は
一

方
に
は
蛍
時
の
岡
家
財
政
の
必
要
が
之
よ
り
し
て
多
大
の
牧
入
を
必
要

Z
L
τ
居
る
か
、
共
必
要
友
ま
で
切
で
な

い
の
か
己
い
ふ
胡
怖
を
も
考
へ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
他
方
に
は
川
掘
り
に
共
必
要
大
且
つ
切
で
あ
っ
た
ご

L
τ

も
、
あ
ま

h
に
高
い
税
率
を
訓
附
す
る
潟
め
に
、
租
税
の
限
品
を
起
へ

T
牧
入
が
却
っ
て
減
退
す
る
は
ど
正
な
っ
て

は
一
小
得
策
に
さ
い
ふ
こ
ピ
も
考
へ
な
り
れ
ば
な
ら
向
。
税
を
安
〈
し
て
却
っ
て
牧
入
が
増
大
す
る
ご
い
ふ
こ
之
の

見
込
ゐ
る
場
合
な
ら
ば
、

む

L
ろ
却
っ
て
税
率
を
下
げ
た
方
が
牧
入
政
策
上
か
ら
は
得
策
で
あ
る
(
比
三
O
)
O

此
問

題
に
は
一
逗
越
に
つ
い
て
の
判
断
が
入
る
の
で
ゐ
る
c

共
に
は
事
情
に
遁
じ
た
人
の
意
見
に
従
は
な
り
れ
ば
な
ら
な

し、。
(
桂
三

O
)

ジ
エ
ン
七
ン
は
、
内
側
消
究
枇
に
は
起
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
柑
串
山
限
度
が
あ
る
o
非
常
に
高
い
申
は
前
四
制
限
に
導
者
、
課
税
品
白
不
法

な
る
製
也
u
A
版
貨
に
も
品
〈
と
い
必
て
踊
る
が
、
境
問
撤
柑
が
一
丸

O
六
年
に
泊
し
た
報
告
に
依
る
と
、
闘
世
心
酬
減
且
砂
柿
聴
の
引
下
に
よ
り

て
、
内
閣
の
砂
織
的
資
Mm
若
し
〈
哨
加
し
、
此
減
税
申
が
袖
牝
入
心
不
且
世
主
じ
な
か
っ
た
の
品
て
な
{
、
一
民
釘
に
、
前
山
助
加
に
よ
り
て
柿
償

ば

せ
ら
れ
て
大
な
る
伶
剃
さ
へ
も
生
じ
た
と
い
ふ
白
て
あ
る
。

げ
や
生
産
政
策
上
の
見
地

い
い
一
般
経
済
生
活
を
陣
迫

L
て
不
利
の
結
換
を
受
り
し
め

F
る
矯
め
に
は
、
他
岡
正
の
比
較
上
、
過
大
で
な

論

議

泊
拙
拾
に
於
け
る
砂
締
栓
の
地
位

第
二
十
三
巷

(
弟
三
鵠

七

一
六
七

制着、租税研究、三宅号、 18zo組関論集、第三加、 J41-20
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護

消
費
枯
に
於
付
る
砂
糖
枯
山
地
位

第
二
十
三
谷

(
第
三
掛

;¥ 
) 

/、

J、

前

い
程
晶
の
税
金
制
附
す
る
芭
い
そ
』
正
も
が
税
率
決
定
上

ω詑
意
で
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
即
も
此
見
地
か
ら

L
て
は

重
な
る
他
闘
の
類
似
枕
の
高
さ
を
訓
ぺ
て
見
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。

川
勺
弐
ぎ
に
は
嘗
校
生
産
業
、
郎
も
此
場
合
に
は
砂
糖
的
生
産
業
、
其
れ
は
粗
糖
業
及
精
糖
業
に
一
旦
h
J
τ

北(の

保
議
を
必
要
正
司
る
度
合
を
剥
ぺ
て
、
或
は
或
も
の
に
は
無
税
き
へ
も
山
内
へ
な
〈
て
は
な
ら
向
か
も
知
れ
ぬ
し
、

或
は
砂
航
聞
に
知
山
せ
ら
る
べ
き
金
負
捻
中
、
内
凶
税
を
悦
〈

L
、
関
税
を
一
両
〈
す
る
の
が
港
h
u

ぺ
き
も
の
か
も
知
れ

な
い
v
o

或
は
脊
L
〈
内
国
税
ご
し
て
も
組
糖
正
精
糖
正
の
税
率

ω差
等

Jviuふ
こ
ご
に
つ
い

τも
、
各
業
の
内
航

仁
遁
肱
ず
る
こ
正
を
も
期
し
な
〈
て
は
な
ら
山
。

ω質
際

i
l
z
L
τ
我
闘
の
砂
糖
枕
の
高
さ
を
如
何
に
定
め
る
か
は
六
り
か
し
い
。
前
記
ト
の
伺
古
代
の
川
ご
は

指
摘
す
る
よ
ピ
甚
に
困
難
で
あ
る
が
、
少
〈
正
も
ト
の
件
ご
刊
の
い
げ
正
に
闘
す
る
限
bJ
に
於

τは
、
之
を
指
摘
す

る
こ
ピ
が
難
い
こ
ど
で
は
な
い
。
茸
(
世
陣
で
私
は
抜
に
之
を
試
み
る
。
卸
丸

刈
税
質
上
が
ら
1
1酒
枕
ご
織
物
税
E
の
中
間
程
度
を
目
安
正
し
て
見
る
ご
き
は
、
日
本
の
現
行
砂
糖
消
費
税

は
む
し
ろ
高
き
に
失
可
る
。
今
少

L
〈
引
下
「
る
の
が
至
嘗
ご
い
は
な
げ
れ
ば
な
ら
肉
@
私
的
一
計
算
で
は
酒
造
税

は
舗
の
四
割

O
ニ
一
で
あ
る
の
に
、
砂
糖
消
費
税
は
三
制
六
五
七
で
あ
る
o

織
物
の
一
割
(
寅
は
共
以
下
で
あ
る

が
、
断
闘
ら
〈
形
式
上
の
税
率
に
依
る
ご
し
て
も
)
正
酒
の
四
割
正
の
中
附
ピ
レ
へ
ば
二
割
五
分
度
の
も

ω
で
な
〈

て
は
な
ら
ぬ
や
う
に
(
註
三
一
)
O
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(
佐
官
二
)
沼
山
憎
と
し
て
は
、
半
年
六
月
中
、
京
京
に
於
け
る
灘
洞
白
卸
値
を
且
た
。
其
れ
に
よ
る
と
飛
切
一
、
ニ

0
0。
極
上
九
五

O
@
上
上

λ
ニ
置
。
上
六
七
五
O

中山ハ

O
O
G
主
主
=
五
o
平
均
七
九
五
、

λ
Oで
あ
る
o
此
は
四
ヰ
詰
め
一
一
十
栂
の
値
だ
か
ら
換
算
す
る
と
、
一
石
は
九

拾
丸
問
削
拾
七
銭
王
国
と
な
る
ο

此
に
劃

L
凹
十
回
目
枕
金
は
四
割

O
ニ
一
に
前
る
の
亡
あ
る
。
之
監
皿
、
b
に
賀
際
の
小
斑
市
個
か
ら
見
た
ら
、

税
が
層
制
い
も
の
に
な
る
で
あ
ら
う
。

砂
粧
心
倒
は
十
五
年
四
月
現
京
両
議
骨
議
所
前
、
米
京
卸
躍
伯
、
制
措
百
斤
球
拾
阿
川
大
折
笠
蛾
を
土
議
と
し
、
第
五
楠
持
九
闘
の
柑
を
叫
て

計
算
す
る
と
=
一
制
六
五
士
と
な
る
。

印
他
国
正
の
比
較
上
か
ら

|
i
い
ふ
正
、
外
闘
に
は
我
闘
よ
り
重
さ
も
あ
れ
ば
聴
き
も
あ
っ
て
一
概
に
は
い
へ

品
が
、
内
国
税
関
枕
ゆ
合
計
額
か
ら
計
算
す
る
ご
、
我
同
聞
の
斤
斤
拾
品
位
圃
六
姶
五
銭
の
税
は
、
一
中
均
率
の
拾
六
回

五
倫
堂
鋭
よ
h
は
低
〈
、
内
国
消
費
税
の
み
か
ら
計
算
し
て
、
我
闘
の
九
回
の
一
税
は
平
均
率
の
六
回
白
書
拾
参
銭
よ

heJ
は
高
〈
、
関
税
の
み
か
ら
い
へ
ば
我
闘
の
四
国
六
拾
五
銭
は
、
卒
均
率
・
の
拾
困
拾
八
銭
よ
b
は
活
か
に
低
き
こ

ピ
を
見
出
す
五
三
三
)

L

だ
か
ら
・
全
髄
ご
し
て
我
闘
の
が
高
い
正
は
い
I

へ
叫
が
、
併
し
内
闘
税
正
一
刷
税
ピ
の
闘
係

で
は
、
内
岡
殺
を
多
少
低
下
し
、
関
税
を
多
少
引
上
「
る
の
が
釣
合
を
得
た
課
税
だ
ピ
い
は
な
〈
て
は
な
ら
向
。

切

私
自
計
算
に
依
る
と
過
な
る
岡
山
砂
粧
税
は
左
印
刷
〈
て
あ
る
。
社
ハ
は
凡
ペ
て
百
斤
泊
り
聞
に
換
算
し
た
も
の
官
。

(
位
三
ニ
)

内
閣
砥

MM 

志位

ぷ』
同

計

本

日

丸、

0
0

問
、
大
五

一
=
一
、
大

E

英

圃

凹、一ニ

E

ハ、
λ
九

、

四

制i

間

一二、
0
0

↓
穴
、

λ
0

二
八
、

λ
0

部E

前

前
提
枕
に
於
け
る
砂
粧
枕
心
地
位

車
二
十
三
谷

(
部
一
一
↑
航

プι
) 

一
六
九
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正支

出
費
枇
に
於
け
る
砂
拙
税
引
地
位

部
二
十
三
省

(
第
三
腕

。
) 

七
() 

百品

ヨ自色

ハ三一一

O

一
二
、

o
c

一λ
J
=
o

ュ年

同

O 

一C
、
五
入

一O
、
五
八

-'jf. 

J~J 

/、、

:!ノ、品、

一

仁

一

/

一
六
、
五

最古

論

以
上
要
之
、
砂
糖
税
は
完
全
な
枕
で
は
な
く
、
多
少
の
弱
鮎
を
も
っ
税
で
は
あ
る
が
、
大
般
に
於
て
お
平
課
税

上
に
も
刑
曾
政
策
上
に
も
、
財
政
牧
入
上
、
謀
枕
技
術
上
、
真
ら
に
は
生
産
政
策
上
に
も
教
育
術
生
政
策
上
に
も

締
越
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
存
立
を
認
め
て
可
で
あ
る
。
そ
し
て
英
高
さ
に
つ
量
て
は
税
質
上
、

牧
入
政
策

上
、
生
長
政
策
上
等
じ
色
々
考
慮
す
ぺ
き
b
の
が
あ
っ

τ、
之
が
決
定
が
寅
際
甚

r困
難
で
は
あ
る
が
、
少
〈
ご

高
一
一
言
に
過
ぎ
、
関
税
は
或
は
低
き
に
過
ぎ
て
居
る
か
ご
忠
ふ
。
之
れ
に
り
で
問
題
を
確
立
的
に
決
す
る
は
早
計
に

も
税
質
か
ら
い
へ
ば
現
行
の
我
国
税
は
穂
高
き
に
失
し
て
居
り
、
他
国
ご
の
比
較
か
ら
い
へ
ば
内
国
税
は
む
し
ろ

が
、
大
館
の
目
安
は
之
仁
よ
り
て
窺
知
せ
ら
る
、
こ
己
が
出
来
ゃ
う
。


